
■開催日　10月25日（土）　　　　■会場　南阿蘇中学校体育館ほか
■申し込み方法　電話による申し込み（締切後、出演・展示・出店者へ実行委員会よりご連絡します。）
■申込締切　8月15日（金）午後5時まで
■出演・展示・出店料 ステージ出演・作品展示：1団体あたり   500円
 フリーマーケット出店：1区画あたり1,000円
■ステージ出演・作品展示に関するお問い合わせ
　みなみあそ元気フェスタ「あつまり～ん祭」実行委員会　℡0967（67）1602
■フリーマーケット出店に関するお問い合わせ
　NPO法人クラブ南阿蘇　℡0967（67）0182

〈問い合わせ〉住民福祉課 福祉係　℡0967（67）2702

戦没者等のご遺族の皆さまへ

第十二回特別弔慰金
が支給されます

4月1日から3月31日まで
令和7年 令和10年

請求
期間

　令和7年4月1日（基準日）時点で、「恩給法による公務
扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」
などを受ける人（戦没者等の妻や父母）がいない場合に、
次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1　令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法
による弔慰金の受給権を取得した人

2　戦没者等の子

3　戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満た
しているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4　上記1～3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪など）
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有してい
た人に限ります。

額面27万5千円、5年償還の記名国債

支給対象者 支給内容

住民福祉課 福祉係

請求窓口

•特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取
るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け
取った人が責任を持って行うことになります。
•請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、
ご注意ください。

　詳しくは、住民福祉課 福祉係にお問い合わせ
ください。

留意事項

〈問い合わせ〉県後期高齢者医療広域連合給付課　℡096（288）6050

　令和4年10月1日から後期高齢者医療保険の病院などでの窓口負担割合が見直されたことにより2割負担となっ
た人について、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を1カ月3千円までに抑える（入院の医療費は
対象外）配慮措置の期間（制度改正施行後3年間）が「9月30日（火）」で終了となります。
　ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。
※本件に関するご質問などは、県後期高齢者医療広域連合給付課にお問い合わせください。

後期高齢者医療加入者の皆さんへ
「窓口負担割合が2割となる人の負担を抑える
配慮措置」の期間終了のお知らせ

〈問い合わせ・申し込み先〉定住促進課 定住促進係　℡0967（67）2705

しゃい

みなみあそ元気フェスタ「あつまり～ん祭」開催します！
　今年で第4回目になる、みなみあそ元気フェスタ「あつまり～ん祭」を以下の日程で開催します。
　村にお住まいの人、活動の拠点が南阿蘇にある団体・個人のステージ出演者・作品の展示・フリーマーケット出店
者を募集します。（スペースや出演時間に限りがありますので、応募多数の場合は抽選となります。ご了承ください。）

　村では、防災・衛生・景観などの地域住民の生活環境への影響から、危険空き家などの除却を
促進し、地域住民の生命、身体または財産の保護を目的に、所有者に対し除却費用の一部を助成
する事業を行います。

　村内に存在する次の①から⑥の全てに該当する建物が対象です。
①1年以上使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みがない空き家
②住宅の不良度および周辺への危険度が高いと村が判断した空き家
③所有権以外の権利（抵当権など）の設定がなされていないもの
④個人所有のもの
⑤公共事業の補償の対象となっていないこと
⑥補助金の交付を受ける目的で故意に破損された建物でないもの

令和7年度危険空き家等除却促進事業のお知らせ
危険な空き家の解体に補助金があります!!

事業（補助）の対象となる空き家

　村では、事前に補助対象となる空き家かどうかを調査し判断いたしますので、「危険空き家等事前調査申込書」
が必要となります。詳しくは村ホームページをご覧ください。

事前調査について

　次の（Ａ）・（Ｂ）のいずれか少ない金額に4/5を乗じて得た額で、上限120万円とする。
（Ａ） 危険空き家の除却工事費
（Ｂ） 危険空き家の延べ面積に次の額を乗じて得た額
 木造……1平方メートルあたり、33,000円（令和7年度）
※予算がなくなり次第終了します。

補助金の額

村税の滞納がない危険空き家の所有者など
　所有者または相続権利者が複数の場合で事前調査をお申し込みの際は、共有者の同意を得ておいてください。
※その他詳しいことは、定住促進課 定住促進係へお問い合わせください。

事業を利用できる人

村HP
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